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平成２３年度 第２回高崎市介護保険運営協議会・会議録（抄） 

 

【開催日時】 平成２３年５月２７日（金） 午前１０時００分～午前１１時５０分 

 

【開催場所】 高崎市役所・第２１会議室（２階） 

 

【出席委員】 計１８名 

委 員 井上 昭子    委  員  井上 謙一    委  員  井上 光弘 

委 員 岩田 満     委 員 江原 洋一    委 員 大川原 紀美子 

委 員 大河原 重雄   委 員 大屋 幸枝    委 員 長壁 真樹 

委 員 金井 敏     委 員 駒井 和子    委 員 神保 健一 

委 員 田端 俊一    委 員 平野 勝海    委 員 藤田 東洋子 

委 員 松本 富佐子   委 員 三木 富司    委 員 吉池 松枝 

 

【欠席委員】 計５名 

委 員 曽根 哲夫    委 員 高木 髙臣    委 員 竹部 省三 

  委 員 中島 英明    委 員 紋谷 光徳 

 

【事務局職員出席者】 全２９名 

   長寿社会課長 清水敏博  介護保険室長 青山路子 

   担当係長（長寿社会課）新井史代 都丸知子 福島優 小山治子 

（介護保険室）田村洋子 佐鳥久 生方忠義 宮下明子 前田惠子 

各支所担当職員 １０名 

他事務局担当職員 ８名 

 

【公開・非公開区分】 公開 

           傍聴者４名 

 

【所管部課】 福祉部長寿社会課 

 

【議 事 等】 １）高崎市高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画の進捗状況について 

２）介護保険運営協議会での検討課題について 

３）日常生活圏域別課題検討会議の開催について 

４）その他 

 

議事１ 高崎市高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画の進捗状況について 

 

議長  それでは、議題の（１）ということで、高崎市高齢者福祉計画・第４期介護保険事

業計画の進捗状況について資料１、資料１の補足資料、資料２について、事務局より

説明をお願いします。 

 

―高崎市高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画の進捗状況について事務局より説明（会

議資料１・資料１補足資料・資料２参照） 

 

議長  今の説明も踏まえてご意見、ご質問等あればお願いしたいと思います。いかがでし



- 2 - 

ょうか。 

 

委員Ａ Ｐ７の２-５-２に敬祝祝金、敬祝訪問を変更するとございますが、今まではどのような

ことをやっていて、それをどのように変えるか、ということを説明いただければと思いま

す。あともう１点、長寿センターの取扱いについてです。私も利用させていただいており

ます。同じく２-６-２の資料です。そこに現状を継続するとありますが、現状で満足でき

るのか、そのあたりをお聞きしたい。以上です。 

 

議長  ２点ですね。敬祝訪問についてこれから見直しが必要。現状がどうで、どういうふ

うにしていく方向性があるのか、これから議論することも踏まえてですが、もし原案

があればお願いしたいということと、長寿センターの件ですね。高崎市は長寿センタ

ーが各地区にありますけれども、今までの扱いを継続するということですけれど、ど

のようにしていく考えなのか、ということですね。いかがでしょうか。もし、すぐに

出なければ、ちょっと担当の方で検討しておいていただいて、次の質問等の後でとい

うことでよろしいでしょうか。それでは他にご質問ご意見お願いいたします。 

 

委員Ｂ ６５歳になると保険証が郵送されてきますが、保険証の使い方の説明というのがもう少

し丁寧であってもいいのかなという気がします。それからもう１つは介護保険料。私は３

月が生まれですが、３月の介護保険料を払ってくださいというのが、４月にまいりました。

ところが私、３月の月給はもらっておりまして、その明細を見ますと、３月分の明細の中

の介護保険料というのは支払われている。それで、疑問に思いまして、私の勤めていると

ころの事務に聞きましたところ、保険料というのは２月分を翌月に払っているので、３月

分は支払わなきゃダメですよというお話を伺ったのですが、いきなりぽんと介護保険料は

３月分支払ってくださいという手紙だけがきました。この次からは年金で天引きしますよ

という通知でした。今まで、全部給料の中から支払われていたものですから、もっと丁寧

にしていただきたい。私はある程度介護保険というものをわかっているつもりですが、一

般の方々にとってみれば非常に混乱するのではという気がしました。 

それからもう１点は、監査指導なんですけれども、昨年、私の施設で監査指導を受けま

したが、その時に県の方と高崎市とご一緒していただきました。今度高崎市になるという

ことなので、お願いしておきたいのですが、昨年、受けた指摘で風水害に対する避難訓練

をするよう指導がありました。私のところのまわりを見ますと、もし風水害が起きたとし

たら、地域が全滅すると思うのです。そういたしますと、これに対して、火災のみならず

天変地異に対する訓練をと指摘されましても、どんな避難訓練をしたらいいのかちょっと

わからなくなる。ですから、監査指導なさる時には実際に現地を見て、このようなアドバ

イスが本当に必要だということを指導していただきたいと思いました。 

 

議長  今、委員から２点ありました。介護保険の制度のＰＲということをもう少しきちん

と市民に説明していただいたらどうかということですね。これは事業評価の方でいく

と１-３-1 というところになるのだと思いますけれども、介護保険制度に関する情報

の提供ですね。実際の保険証の使い方とか保険料の支払い方。このへんをもう少し丁

寧に説明をしたらいいのではということ。監査指導についてですけれども、今度は、

指導監査課というところに一元化されるということになりますけれども、適切なアド

バイスをしていただきたいという要望に近いものだと思いました。これについてはい

かがでしょうか。 
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事務局 介護保険の保険証につきましては、５年前までは高崎市が購入した｢介護保険のしくみに

ついて」という小さな冊子を介護保険証と一緒に郵送させていただいておりました。ただ、

大変費用がかかるものでございまして、予算の都合上でこの部分の費用を一切、切られて

しまったものですから、現在、職員が手刷りで保険証の中にＡ４版の両面印刷したものを

挿ませていただいております。その中に必要最低限のことしか書くことができないもので

すから、介護が必要になった時にこの保険証をお使いいただくものであるということ、あ

と、保険料につきましては納付書で請求をさせていただいておりますが、前の月の分を翌

月の１日に処理をさせていただくという関係で、誕生日が到達した月の分から保険料をお

支払いいただくわけですが、翌月の１日に賦課処理をさせていただきますので翌月の請求

になってしまいます。保険証は、年齢到達月にお送りをさせていただいておりますが、保

険料の請求については翌月の請求になってしまいます。 

また、保険料の方は前年の所得を見させていただく関係で、４月、５月、６月は賦課が

ございません。前年の所得が確定してから７月以降に年間の保険料を決めさせていただく

ということで、その間に特別徴収については仮徴収ということで前の年度の保険料を暫定

的に使わせていただき、仮に天引きさせていただいたりというように非常に被保険者の方

達に理解が難しい仕組みになっております。どこの年金から自分の保険料がいくら引かれ

るんだということがなかなかわからない。所得、年金の支給額が変わらないのに保険料は

変わっていく。年間の保険料は変わっていないけれども、一年を通して引かれ方が変わる。

前半の特徴額と後半の特徴額と変わってくるので、そういった仮徴収と本徴収の期間で金

額の変動があるような保険料についての仕組みを説明するのには紙１枚ではとてもご理解

がいただけないような状態になっており、年度の当初賦課をさせていただいた時に、あな

たの保険料はこういうふうに決まりましたということで冊子を挿ませていただいて、決定

通知書を送らせていただいているという状況でございます。 

サービスの受給についても、介護が必要になった時にこういった手順でこういうふうに

申請をしていただきたいということまで細かく記入をしたいところですが、これ以上中身

を増やすと郵送料も上がってしまいます。今現在、８４,３００人の被保険者がいまして、

その方達に全員に通知を差し上げるということで、１件の郵送料も１０円でも安く抑えた

いということで職員が一生懸命手刷りでなんとか対応できないかということで考えさせて

いただいております。理解していただきにくい部分につきましては、もう一度表記の仕方

を検討させていただきたいと思います。ご迷惑おかけしております。よろしくお願いいた

します。 

 

議長  制度の周知ということについては、財政的な問題もあるということですけれども、

でも中身の問題ですね。医療保険ですと保険証を持って医者にかかればいいというふ

うに割と簡単なんですけれども、実際に受給する段階で、介護保険を扱うわけなので、

そこの仕組みと、あとは保険料の引かれ方ですね。ここも複雑になっているというこ

とで、さらに表記内容を丁寧にしていただきたいということだと思います。 

あとは質問があった時には気軽に対応できる相談体制ですね。そこのところの充実

というところがあるのではないかと思います。市役所の方でやるということと、プラ

スして、できれば地域包括など身近なところでも相談できるようにしていただければ

いいのかなと思います。それを説明文のところに｢あなたはここに相談してください｣

という連絡先などちょっと大きめに書いていただけると市民の方は安心するのかと思

います。あと監査の方はいかがでしょうか。 

 

事務局 風水害の指導の件についてお答えいたします。昨年度までは私どもが、群馬県の実
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施する指導監督の方に同行し立会いをしてまいりました。最近の災害等の影響で群馬

県では指導に取り組んでいるなという印象が強いです。委員ご指摘の地域に合った避

難訓練についてですが、私も地域に合った災害の対策ということで取り組んでいただ

きたいなと考えております。群馬県でも、訓練に取り組むということではなくて、突

発的に起こるものと、最近ですと竜巻とか地域に関係なく発生するようなものもござ

いますので、そういった時にどのように対処をするかということをまずは計画として

位置付け、それで訓練の必要性があればその訓練を実施してもらうというような指導

だったというふうに認識しております。今後、指導監査課という部署が担当しますが、

地域に合った指導に取り組むよう伝えていきたいと考えております。 

 

議長  よろしいでしょうか。監査については、これから市で行うことで、避難訓練という

ことも含めて対応することですけれども、ただ災害の問題は今回の震災でいろんな教

訓を得たと思っております。特別養護老人ホームを始め、避難訓練、地域の方の協力

を得て行うということはできていると思いますが、実際にどこに逃げていけばよいの

か、逃げた先の避難所が果たして介護を要する方を受け入れるだけの設備になってい

るのか、運営ができているのかというところも、新たな課題として今回の地震を教訓

に出ているかというふうに思います。 

ですから、今の指導監査とは別に災害対応というのはこれから考えていかなければ

いけないと思いますし、計画の中で大きく取り上げていかなければならない課題だな

というふうには痛切しております。これについては、また委員の皆様と議論していき

たいと思っております。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。先ほど

の質問については事務局どうでしょうか。お願いいたします。 

 

事務局 敬老祝金と敬祝訪問についてお答えいたします。敬老祝金は現在８０歳以上の方に

５歳刻みで８０、８５、９０、９５、１００歳以上ということで祝金を出させていた

だいています。敬祝訪問については１００歳以上の方全員の方に訪問をさせてお祝い

状を届けさせていただいています。今後こちらで少し検討したいということは、現在、

平均寿命が男性の方で７９歳、女性は８６歳で、平均寿命が約８０歳になっていると

いうことで、対象者の数も毎年大幅に増えている状況です。８０歳については、お祝

い金からは除けるのかなということを検討し始めております。ただ、そうすると、ど

うしても不公平感が出てきてしまい、｢来年もらえると思っていたのに｣とか、そうい

う問題がございますので、周知方法や実際にどのようなプロセスで見直しを行ってい

くかということを今後検討していきたいと思っております。 

もう一点、長寿センターの件ですが、現状のものは維持をさせていただいて、プラ

ス介護予防の拠点として何かできないかということを考えております。介護予防担当

では、介護予防サポーターというボランティアを養成しております。そういった方た

ちにそこを拠点として介護予防の体操などを行っていただくような拠点施設にできれ

ばなと考えております。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議長  実際に８０歳以上の対象者はどの程度いらっしゃって、総支給額はどのくらいにな

っているのでしょうか。 

 

事務局 平成２２年度の実績で８０歳の対象の方が２７１９名で、おひとり６,０００円です

ので、１,６３１万４千円になります。８５歳の方が１９０１名で１,９０１万円。９

０歳が８７９名で１,３１８万５千円。９５歳の方が２９６名で８８８万円、１００歳
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以上の方が１６７名で１,３３６万円。合計５,９６２名で７,０７４万９千円になりま

す。 

 

議長  ありがとうございました。約７,０００万円ということですね。 

 

委員Ａ わかりました。あと長寿センターの件でもう少しつっこんでお聴きしたのですが。 

 

議長  長寿センターの件ですね。はい。追加です。お願いします。 

 

委員Ａ 長寿センターの件については現状維持とのことですが、我々利用する側からすれば、

現状維持では利用者が増えなのではないかと思います。なぜかというと、予算的にも

あるかもわかりませんが、今、中心になっているのはお風呂の入浴です。それから踊

り、一番利用されているのはカラオケの舞台を使ってカラオケをみんなで歌うという

ようなことです。佐野の場合は通信カラオケが入っていて、いつでも新しい曲がある。

だから一番利用率が多いというようなことを聞いています。それから通信カラオケが

ない館は、ほとんどカラオケのテープが昔の古い歌ばかりで、もう少し予算化して充

実してもらえばと思います。それから、高浜においては、１曲につき１００円取られ

てしまう状況です。高崎市で同じような取扱いをしていただかないと、利用者として

も戸惑うんじゃないかというように感じます。だから、カラオケをまず充実していた

だきたい。カラオケ教室が各館にありますが、その教室の方々が新しい歌を歌うため

テープは自分達で調達して、買って練習している状況です。 

私はＡ地区で、Ａ長寿センターを利用しておりますけれど、Ａ長寿センターは館長

によって充実している時としていない時があるので、積極的な館長を選んでいただき

たいと思います。例をとれば、前館長はものすごくやる気だった。テープも私に聞い

て、新しいものをどんどん入れていただきました。そしたら去年と一昨年をその前と

比較すると、利用人数が倍ぐらいの違いがありました。それから、長寿センターの売

店の件ですけれども、売店は長寿会が出させていただいています。皆さんご存じかど

うかわかりませんが、売店は実際赤字です。どうやったら売店が黒字になるか。儲け

なくてもいいのです。どのようにしたら黒字になるのか、一生懸命長寿会で検討して

いるのですが、原因は外からの持込みの多さです。だから館内の売店が売れないと分

析しています。もちろん、売店の値段が高いせいもありますけど、群馬町の売店は赤

字で月の人件費が２０万から３０万で毎月赤字になっています。それを長寿会の会費

で補填していたのですが、これ以上はできないということで売店はお返ししました。 

   ですので、長寿センターの運営委員会で、今までこれらについてどのような検討さ

れてきたのか知りませんが、センターによって非常に差がありますので、平均的に設

備等を揃えていただければありがたいと思ってます。以上です。 

 

議長  ありがとうございました。長寿センターの在り方についても、今後検討していかな

ければいけない視点だと思います。やはり高齢者の生きがい、あるいは、もしかした

ら孤立の予防とか介護の予防という点でも非常に重要な役割を負っている拠点だとい

うふうに思いますけれども、運営方法について若干課題があるようですので、こちら

については計画を策定する中でもう少し議論をしていければと思います。 

一律に市役所が全部お金を投入して制御するという方法にするのか、あるいは地域

でこう活用できるように工夫をしていく点がまだあるのかとか。民間財源の使用方法

なども含めて多方面から検討が必要なのかなというふうに思います。 
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先ほど、介護予防の拠点にということもありましたので、介護予防の拠点になりま

すと、じゃあ、どういう設備が必要なのか、どういう人材がそこ配置されるのか、ど

んな運営にするのかというところも大きく関係してくると思いますので、その点も踏

まえてこれから議論していけばというふうに思います。ありがとうございました。 

 

委員Ｃ ちょっといいですか。 

 

議長  はい、どうぞ。 

 

委員Ｃ 長寿センターを利用する人、全く利用してない人の落差が非常に大きいようですけ

れども、該当高齢者の中で、使用頻度は別として、全く長寿センターとは無縁で利用

してない人、それからよく利用している人、その割合はどのくらいですか。 

 

議長  そこの部分はちょっと難しいのだと思います。個別にセンターごとにどういう方が

利用されているかということは、現状把握する必要がありますね。それでやっぱり使

えていない方、あるいはどうして使わないのか、使えないのかですね、そのへんはき

ちんと把握する必要があるというふうに私も思います。 

 

委員Ｃ 使いたくないというか、使えないというか、長寿センターを全く利用していない、

遠ざかっていて無縁の人達のその内情を把握した上で、公共のお金を使うわけですか

ら、そういう観点も重んじていく必要があると思います。 

 

 

議長  ありがとうございます。地域にあるといっても、そこになかなか行けない方、物理

的に難しいのか、あるいは精神的に行きたくないという気持ちもあるのか、利用しや

すいような環境をどうつくるかということも含めて、検討が必要じゃないかと思いま

す。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

 

事務局 あとでまたお話させていただこうとは思いますが、２月に実施しました高齢者生活

実態調査にも、長寿センター等を利用するとかしないとかという項目がありまして、

そちらの方の回答状況も見ていきたいと思います。 

 

議長  そうですね。調査の方である程度圏域ごとに利用の傾向がわかるかな、というふう

思いますね。ありがとうございました。いかがでしょうか。介護保険の制度あるいは

地域包括支援センターとか介護サービス、様々なところについても事業評価ございま

すけれども、他にご質問等ございませんでしょうか。 

 

委員Ｂ この事業は何百項目とございますね。このうち介護保険から支払われているお金と

いうのはどれが一番多いのですか。 

 

事務局 はい、そうしましたら、１番、これはほぼ介護保険特別会計です。２番になります

とこれは一般会計です。３番・４番は特別会計ですね。５番から８番まで一般会計で

す。 

 

議長  １番の介護保険事業の充実と適正な運営の中の、サービスに関わる部分を中心にし
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て介護保険の特別会計として保険料、税金等を投入した特別会計で運用しているとい

う部分、それから、他は一般会計でまあ長寿社会課が扱っている部分とそれから他課

が扱っているという部分という部分があるという説明でしょうかね。例えば、２番の

在宅生活の充実と生きがいというところの④番、認知症高齢者対策推進というこのあ

たりは一般会計ですか。特別会計でしょうか。 

 

事務局 特別会計です。 

 

議長  特別会計といいますと、介護保険で対応しているということですね。 

 

事務局 はい。あと①の介護予防の推進も介護保険の特別会計です。 

 

議長  財源的にはサービスに係る部分が主に介護保険特別会計というところになると思い

ます。あとは地域包括も特別会計ですよね。このへんの会計、財源の問題も含めて本

当に議論をしていかなければいけない部分だとは思っています。おそらくサービスが

増えますと保険料が上がる、保険料が上がるとどうしても年金で暮らしている方々の

まあ生活費も圧迫するということで、極端なことを言いますと生活保護の方が増える

ということなんかもあるかもしれないですよね。そうすると市役所全体の財政の中で

どうみていくかという視点も大事になっているんじゃないかというふうに思います。 

 

委員Ｄ 榛名地域では、１００歳の方は１００万円のお祝い金いただいていたことがありま

した。その後、群馬県でも１００歳以上がもう５００人くらいになっていると思いま

す。やっぱり時代とともに変わっていくので、これは是非見直した方がいいんだと思

います。例えば、介護保険を使わない方に限ってお祝いするとかいろいろな施策があ

ると思います。ですから、そこをみなさんで知恵を出し合って考えていただきたい。

介護保険でお世話になっているというやっぱり感謝の気持ちもあると思いますよね。

以上です。 

 

議長  ありがとうございました。議論の中で検討していけばというふうに思います。１０

０万円ですね。今は、子供が生まれると手当てを出すところもあります。時代を反映

した適切なお祝い金、あるいは、訪問の方法ということになろうかと思います。あり

がとうございました。他にはいかがでしょうか。 

 

委員Ｆ 事業評価シート２－６－６というところで、高齢者ふれあいの家事業について、２

２年度は実績が入っていません。 

 

事務局 無いのでなくて、抜けておりました。申し訳ございません。 

 

委員Ｆ どこに委託していて、どのような内容を行っていますか。 

 

事務局 現在、３箇所のＮＰＯ法人さんに委託し、、閉じこもりがちな方ですとかそういう方

を、１戸建ての一室ですとか、それ専用に家を作っているところもありますけれども、

お年寄りに来ていただいて、ボランティアさんにを中心にレクリエーションを行って

おります。お年寄りが家に閉じこもらないように、ゲームをしたりカラオケを歌った

りというような事業を行っています。場所は倉賀野・矢中・総合福祉センターの３ヵ
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所で実施しています。毎日実施しているところもあれば、週３日実施しているところ

などがございます。  

 

委員Ｃ もっと行政が関わって時間預託制度のようなもので合理的なシステムにして、介護

の給付を少なくする。例えば１時間奉仕したら、それがあとで自分に返ってくるとい

うような、介護を受ける時になって、介護しておいた分が、時間預託してたのが返っ

てくるとような合理的なシステムを構築していかない限り、介護保険制度はパンクし

てしまう気がします。 

 

議長  ありがとうございました。今のご提案は新しい施策に入れるかどうかというところ

で議論のこれから必要なところだというふうに思います。あとは今のふれあいの家に

関して言いますと、地域ではサロン活動ですとか、あるいは公的財源が入って活動す

るところもありますし、様々な社会資源があると思います。 

そうした場合に、これからの高崎市内全域を見渡した時に、どういう資源配分や設

置が必要なのかなというところを含め全体の中で考えてく必要があると思います。そ

の運営方法もＮＰＯ法人に委託する、あるいはボランティアがする、あるいはちょっ

と公的財源を入れて、コーディネーターの方を置くとか、いろんな方法があると思い

ますので、計画づくりの中でご検討いただける部分かなと思います。 

もう１点の、委員からの時間預託などの方法によって将来介護が必要になった時に

はそれを有効に利用できると。それによって保険料が下がればなんてお話もありまし

たけど、これについても議論を進めていければというふうに思います。ありがとうご

ざいました。他にご意見いかがでしょうか。 

 

委員Ｄ 介護保険事業に従事する人材の確保というところですが、かなり深刻だと思います。

介護保険始まってもうこれだけ経過すると、建物はほんとに充実してきたと思います。

ただ、そこで働いているケアワーカーの質を考えますと、建物に対して差があるので

はないでしょうか。そこでどうしても専門性を持ったケアワーカーを育てる施策とい

うものを是非考えていただきたいと考えています。 

事業所によってまちまちで、長く勤めていて人材がそろっているところは、それな

りの報酬が支給されていると思うのです。年がら年中、人の出入りが多いところはた

くさんありますが、１年間に４人も管理者が替わったというところも実際にあるわけ

ですから、指導監督をきちんとしていただきたいなと思います。以上です。 

 

議長  ありがとうございました。人材養成という部分は今までは群馬県庁に頼っていた部

分が多分にあったと思いますけれども、中核市に移行して、監査も高崎市の役割とい

うことになりますので、職員の養成研修というところももしかしたら、高崎市役所の

大きな仕事になってくるかなというふうに思います。処遇面での改善ができるかどう

かということは、人材の質の問題とあとは財源の問題でもありますので、併せて議論

が必要だと思います。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

もしなければ今のご意見も踏まえて、あとはこれから計画作りの中で各論に入って

いきますので、その時にもみなさんから細かな意見も出していただければと思います。

とりあえず今回の事業評価ということで事務局からのご説明と、それから皆様方から

の質疑ということで、ありますので、このへんでよろしいでしょうか。ありがとうご

ざいました。 
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議事２ 介護保険運営協議会での検討課題について（資料３） 

   

議長  それでは議題の（２）ですね。介護運営協議会での検討課題について、こちら資料

３ということですけれども、事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

 

―事務局より説明（資料３参照） 

 

議長  ありがとうございました。介護保険事業計画、高齢者福祉計画について、これらの

策定をこれからしていくということでありますけれども、大まかな総括表を資料３で

出させていただいたというところです。大枠、縦の列になっているところが今までの

事業計画体系の４つの柱、そして新しい第５期の介護保険事業計画、そして高齢者福

祉計画をつくる時の視点として、横軸の方で５つの視点がございますけれども、こち

らのほうが出ているということで、これをクロスさせた表を作って課題を浮き彫りに

したというところです。 

当然、ここに書かれていることは大きな課題ということで議論していく必要があり

ますし、また書かれていないところでも、今日の議論の中で出てきた部分ですとか、

そういったものも含めて部会を設置して、ここで集中的に審議していきたいというこ

とであります。部会としましては、今ご説明いただいたように追加資料で２つの部会

でございます。この部会については前回の計画づくりの時にも同じ手法だったという

ことですので、ここをある意味、ちょっと踏襲しながら、新しい要素も加えてという

ことです。単純に今までの発想でうまくこの２つの部会で全部整理して議論できるか

ということは非常に難しいところですので、オーバーラップしながら同じ課題を２つ

で検討するということもあってもいいのかなということも含め、委員さんを２つに分

かれて議論いただきたいという点でございます。 

なお、一応、全員の委員さんが分かれて入っていらっしゃいますので、私はこちら

の方の部会がいいとか、逆がいいとか、そういうご意見があればいただきたいという

点と、全体の最初にお示しした資料３、全体の構成について、ご意見等いただければ

というふうに思います。いかがでしょうか。  

 

委員Ｇ 今の課題の発言がありましたけれども、来年度は介護保険の報酬が改定になります。

同時に医療保険の改定もあるわけです。そこの最大のテーマとされているのが介護と

医療の連携です。運営協議会も医師が４人から５人は参加していると思いますが、医

療との連携に一行の連携の項目も無いというのはいかにも寂しいことで、やはり介護

と医療というのは全く切り離せないことですので、これは私達の責任もあるかもしれ

ませんけれども、是非、ここにしっかりと書いていただいて、第５期計画には、医療

との連携というものをひとつのテーマにしていければいいと思います。 

 

議長  ありがとうございました。医療との連携を今まで言われていた中でもこれからさら

に進めなければいけないというところで、特に、昨年、一昨年とやってきました認知

症のやさしい町づくり推進連絡協議会、こちらは医療の連携を随分進めてこられたと

いうふうに思っております。そういった成果も踏まえて認知症の問題が、ある程度安

心して暮らせるようになるということは、他の介護予防、いろんな点にも関わってく

るのではないかということも踏まえて、医療との連携をこれからさらに進めていくよ

うな議論ができればと思っております。ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 



- 10 - 

委員Ｄ 確かに医療と連携について、私はケアマネジメントをさせていただいていますが、

先生のご意見を伺いたいと思って紹介を出しますと、書いてくださる先生とそうでな

い先生がいらっしゃいます。そういうところを強くは言えないのですが、医師会とし

てももうちょっと歩みよっていただきたいと感じるところもあります。 

    たとえば、例えば意見書を見ますと、栄養不良なんて書いてあるから、どのように

したらいいかとか、例えばエンシュアみたいなそういうもの出してもらえるかとか紹

介状を出すのですが、うちはそういうものやっていません、というふうな回答で、何

も書いてこないことがあるのが実情です。 

 

委員Ｈ  よくわかりますけれども、だんだんよくなってると思います。医師が背を向けて

いるというようなことは全く無いのですが、ひとつは生活モデルの視点がなかなか

医師につかまえにくいということがあるということと、もうひとつは、先ほどの例

えばエンシュアというような話になりますと、保険上の制約と言うのがありまして、

栄養が悪いからすぐエンシュアをあげるというようなことをしますと自分の持ち出

しになってしまうという恐れが非常にあります。だから例えば飲み込めないとか、

嚥下障害というようなものが現実にありまして、管が入っているとか便があるとか

でいうことであればそれはとるんですけど、これまた監査でひっかかったりします

ので、やっぱり関わりたくないという複雑な思いがあろうかと思います。 

 

委員Ｇ  高崎市ではもう６回か７回ですか。高崎市医師会とケアマネージャーとの懇親会

っていうのをもう毎年行っています。今、Ｈ委員がおっしゃったように、確かに問

題点はいろいろあるかも知れませんが、少しずつよくなってきているというふうに

感触としてはあるのです。皆さん方、どういうふうに考えているか。だからこそこ

こに挙げていただいて、こういうテーマをもっとこうアピールして、もっと一体化

したケアや、サービスが提供できるようなシステムにしたいと思います。 

 

委員Ｄ  もうひとつあるのですが、退院から在宅に移る場合に、とてもよくケアカンファ

レンスしてくださる病院もあるわけですよね。お医者さんも看護婦長も。そうＯＴ・

ＰＴという方も参加してくださって、きめ細かなカンファレンスしてくださる施設

もあるのですが、そういうことやっていませんという病院もあります。 

 

議長   このへんも議論が必要ですけれども、何か補足ありますか。はい。お願いいたし

ます。 

 

委員Ｈ  確かにおっしゃるとおりで、始めはそういうもの医師の方も不慣れで、なかった

と思いますけれども、私のところだけの例で申し訳ないのですが、私どものところ

は、４、５年前からそのような介護計画というか、全職種が集まって、多い時は週

２回、必ず週１回は１時間くらい慣例的にやっております。それから、私の知って

る範囲でも各病院が地域連携室というような名前のところが中心になっていると思

いますが、介護サービスの計画も立てていると思います。だから、先ほどもおっし

ゃったように刺激していただいて、こういうものを早く構築していただけるとあり

がたいと思います。認識としては次第に浸透してきていると思っております。 

 

議長   ありがとうございました。これからおそらく病院を出られて在宅療養者が増えて

くるということが大いに予想されます。この間も１０年くらいになるのでしょうか、
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診療報酬の中で社会福祉士等が退院計画を作った場合には診療報酬になると、こう

いうことになっていて、今、地域連携室とお話ありあましたけれども、医療ソーシ

ャルワーカーがだいぶ増えてまいりました。そういう意味では住宅の問題と介護サ

ービスや看護サービスを自宅で利用しながらどう住まっていくのかと、こういう課

題がおそらく出てくるのだと思います。その安心が確保されるということが介護の

重度化にならなかったり、生活のしやすさというところになってくると、まさに医

療との連携の中で、介護を続けながらもしっかり長寿を全うできる部分にもなって

くるのかなというふうに思っております。貴重なご意見ありがとうございます。 

 

委員Ｈ  先ほど、入院して退院する時にサポートがないと、だからそういうことができる

かできないかというようなものを医療施設に問い合わせれば、そういうのがどのく

らいの率だとかっていうことはすぐ調査できると思います。 

 

議長   そうですね。そこの部分が医師会との連携で、これから増えていくということで

すけれども、計画の中で病院と診療所、そして介護事業所とですね、できればその

両者を支えるインフォーマルな社会資源もたくさんございますので、そういったも

のも連携できるようなしくみがあるといいなというふうに思っております。ありが

とうございました。他にはいかがでしょうか。 

私の方から２点ございます。１つは、やはり介護保険事業計画、高齢者福祉計画

をつくる際には、地域福祉計画との関わりがとても大事になってくるということで

す。介護保険法においても、介護保険事業計画を策定する際には、もちろん高齢者

福祉計画と一体的につくるということですけれども、地域福祉計画を策定している

場合にはこれと調和を保たなければいけないという項目がございます。したがいま

して、高崎市は地域福祉計画を策定しておりますので、この内容とやはり連動させ

ていくことも大事だと思います。 

具体的には、今回出ました新しい視点である、生活支援サービス、あるいは住ま

いというところにも関わってくると思いますけれども、この視点の中で、地域で助

け合いをどういうふうにしていくのかですね。先ほどのゴミ出しの問題も含め、ち

ょっとした家の中でのトラブルなど、どう対応するのかという時に、専門職、専門

スタッフが必要な場合もございますけれども、地域の住民で助け合える部分がたく

さんあると思います。それから今、前橋のということで出ましたけれども、市役所

で知恵を出してごみ収集車などに力を貸すということもできると思いますし、また

シルバー人材センターも今、会員同士で助け合いということで、若干の費用は払い

ますけれども、こういうシステムもできているということですから、それから高崎

市の社会福祉協議会が実施している助けあいの会などもございます。様々な資源が

ありますので、こういったものもどう有効的に活用してくのかという視点、ここも

併せて考えていければというふうに思います。 

もう１点はですね、先ほどのボランティアをすると保険料を安くしてもらるとか、

そういうここにある介護ボランティアポイント制度というのが中段、予防推進課題

の左に書いてございますけれども、ここについての議論もきちんとしていく必要が

あると思います。ただボランティア活動ということになりますと、どの程度活動す

ればそのポイントになるのか、今度はその活動の評価をしなければいけないという

ことにもなってくると思います。また、その評価は誰がするのかと、市役所の職員

なのか、地域包括の職員なのか、あるいは区長さんや民生委員さんなのか、そこの

ところの評価のしくみをきちんと作っていかないと将来の保険料に関わるようなポ
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イント制度っていうのはなかなか難しいだろうと思っております。活動している人

自体は、それ自体が介護予防にもなるということにもなりますので、検討は必要だ

なというふうに思っております。他にはいかがでしょうか。 

 

委員Ｉ  この追加資料の名簿の分かれ方については議長がおっしゃったようにクロスして

も、当然介護保険運営協議会の委員として行ったり来たりすることは可能だという

ことなのかどうかということをひとつお伺いしたいということと、それが 1 点です。 

それからもうひとつは、方向性としてはわかりやすく言えば、高崎市の場合は日

常生活圏域ごとに、高齢者になっても安心した住まい作りを地域でやっていくとい

う方向性だということを確認いたしますと、その中にどうしても介護保険だけで網

羅できるサービス、それだけでそれらが実現できるかというとそうではないわけで

すから、インフォーマルなサービスが当然必要になってくるということだと思いま

す。そこと介護保険事業、フォーマルとインフォーマルを誰が繋ぐのかというふう

なものがあると思いますが、高崎市の方ではそれはまさに地域包括支援センターが

主になると思います。ただし、今の地域包括支援センターの数で実際果たして機能

できるかというと、全くそれは足りないと思います。それを補完する意味で在支が

あります。ところが、在支と包括との連携が今のままでいいのか。在支の今の役割

はどうなのか。これらのことが、介護保険事業計画の一番のキーポイントになると

思います。 

施策の中に地域包括支援センターと在宅介護支援センターの連携っていうのが書

いてありますけれども、包括がメインになるようになっていかないと動いていかな

いのではないかというふうに、そうでなければ、人的なマンパワーとしてコーディ

ネーターを市の方から派遣して、日常生活圏域ごとに配置するのか、そのへんがち

ょっと見えないですよね。 

 

議長   ありがとうございました。１点は部会の持ち方についてですけれども、一応、今、

分けさせていただいたように（ア）の在宅生活支援部会の方は１２名、そして（イ）

の地域包括ケアの方は１１名ということでございます。このメンバーでとりあえず

行うわけですけれども、途中でどんな議論をしていたかということもすり合わせる

必要があるのかなと思っていまして、委員さんがいろんなところに出て行くという

よりは、そのすり合わせしていく場所を作っていくということの方が適切なのかな

というふうに思います。重複して議論するところがあると思いますので、重複して

いるところは、次回は在宅の方でお願いしますとかですね。少し途中で整理しなが

らやるということが大事かなというふうに思います。 

それから２点目、日常生活圏域での地域包括の役割ということですけれども、こ

こは大いに議論が必要だというふうに私も感じております。ここで試案を出すわけ

にいきませんけれども、日常生活圏域で会議が開かれます。これらの地域のニーズ

に即してどう介護支援、介護予防ということを進めていくかということは地域包括

の大きな役割になってくるわけでございまして、高崎市役所旧市の中の管内３つで

いいのか、こういう議論もたぶん出てくるのかなと思っています。そのへんも含め、

フォーマル、インフォーマルのコーディネートの仕方、ソーシャルワークの方法、

マネージメントの方法等、まだまだ未開発の部分があるのかなというところも踏ま

えてそこを計画化していくということもこの今年度の大きな課題ではないかと認識

はしております。ありがとうございました。 

他にはいかがでしょうか。それでは部会についてはこのような形で。それから部
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会長ですけれども、ここに（ア）の在宅生活の方は追加資料の方ですね、名簿の方

ですけれども、（ア）の在宅生活の方は私がなっていて、（イ）の地域包括ケアの方

は井上副会長さんが部会長ということになっておりますけれども、こちらについて

は、いかがでしょうか。 

 

議長   ありがとうございます。メンバーについては、以上のようなことにさせていただ

きますが、地域密着型サービス運営委員会の方と、地域包括支援センターの運営協

議会の委員の名簿ございまして、今回の部会に入っていただく方ということで入っ

ていらっしゃらない方もいらっしゃいます。そういう場合には適宜、委員としてこ

の部会に入っていただくことができるということで、理解してもよろしいでしょう

か。あと場合によっては外部の方にも入っていただく場面があるかもしれないとい

うことで、そのへんは事務局と私どもの方で調整させていただくということでよろ

しいでしょうか。ありがとうございました。 

それでは、計画づくりについてはそのような部会を設置して進めていただいてい

きたいということでお願いしたいと思います。実際のスケジュールとしましてはこ

の会議で方向性を出すのはいつ頃までということになりましょうか。 

 

事務局  はい。前回の第１回の時にもスケジュール案ということで、お示しさせていただ

いたのですが、方向性は８月末までに出すということでお願いしたいと思います。 

 

議事３ 日常生活圏域別課題検討会議の開催について（資料４） 

 

―事務局より説明（資料４参照） 

 

議長   ありがとうございました。スケジュールについてのご説明いただきました。部会

については８月末を目途に方向性を出すという中で、今の日常生活圏域別の課題検

討会議、これを６月８日から２４日まで開催するということでございます。 

また、本来ですとその前に高齢者実態調査の日常生活圏域別の課題があがってい

て、それを基に地域で検討できればということだったのですが、そこが難しいとい

うことで、平行作業ということになろうと思います。したがいまして、その会議で

の結果、および集計の状況等を部会の方で改めて検討するというとこにならざるを

得ないと思います。それを踏まえて６月の下旬から順次部会を開いて課題を検討し

ていきたいというスケジュールでございます。また、委員の皆さんのところで、も

しご都合がつけばこの会議にオブザーバーとして出席していただくことも可能と思

います。 

最後、議題の（４）ですけれども皆さんの方から、あるいは事務局からございま

すでしょうか。特に無ければ、これで今日の議題は終わりにしたいと思います。 

本日は長時間ありがとうございました。 

 


